
退院基準 ①または②をみたせば、退院可能とする

【症状あり】 ①発症日から10日経過、かつ、症状軽快後72時間経過

②症状軽快後24時間経過後、2回の陰性を確認

【症状なし】 ①検体採取日から10日間経過

②検体採取日から6日間経過後、2回の陰性を確認

※①の場合は退院の際に検査をしなくても退院可能となる。

退院基準を満たした患者の受入について
・施設系および居住系サービス事業所は、退院基準を満たした者について
感染症の疑いがあるとして入所を断ることは、受入拒否の正当な理由には
該当しない。

・感染拡大に伴う入院患者増加に対応するため、自治体の要請に基づいて
受入た場合、定員超過減産を適用しない。

（R2/12/25厚生労働省）






